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 委託業務に係る競争入札における積算疑義の申立に関する要綱 

（令和８年１月１６日制定） 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が発注する委託業務に係る一般競争入札の公正性の向上を図

るため、広島市物品売買等に係る入札後資格確認型一般競争入札実施要領（平成１９

年１月１日施行。以下「実施要領」という。）第１０条の規定に基づき、開札後にお

ける金入設計書の閲覧及び積算疑義の申立に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

 ⑴ 入札参加者 実施要領第２条の規定による入札後資格確認型一般競争入札（以下

「一般競争入札」という。）に参加した事業者をいう。ただし、次に掲げる者を除

く。 

  ア 入札の際に実施要領第４条第２項に規定する入札金額内訳書を提出しなかっ

た者 

  イ 実施要領第５条第４項の規定による再度の入札（以下「再度の入札」という。）

に付した場合における当該再度の入札への参加を辞退した者 

  ウ 広島市契約規則第８条第１号から第３号までに該当する無効な入札書を提出

した者 

 ⑵ 金入設計書 予定価格を定めるために作成する数量、金額等が記載された設計書

をいう。 

 ⑶ 設計図書等 本市委託業務の案件ごとに、一般競争入札の公告の日から入札書等

の提出期限までの間に、市長が公表する入札設計書（金入設計書の記載事項のうち、

金額に関するものを消去した委託業務設計書をいう。以下同じ。）、仕様書、特記

仕様書、図面等及びこれらの記載内容に関する質問回答書をいう。 

 ⑷ 積算疑義 金入設計書を確認しなければ判明しない積算上の疑義をいう。ただし、

設計図書等により確認し得るものを除く。 

 ⑸ 開札日 一般競争入札の公告に記載する開札日をいう。ただし、再度の入札に付

した場合にあっては実施要領第５条第６項の規定により設定した開札日をいう。 

 （適用対象業務） 

第３条 この要綱は、次の各号のいずれにも該当する業務を対象とする。 

 ⑴ 広島市委託業務最低制限価格制度取扱要綱（平成２４年２月１日施行）第２条第

３号の規定により最低制限価格を設けるもの。 

⑵ 広島市が発注する建設工事及び業務の金入設計書に係る公表要領（令和３年４月

１日施行）第２条第２号の規定により当初契約に係る金入設計書を公表するもの。 

 （期間の算定） 

第４条 この要綱に基づく期間の算定に当たっては、広島市の休日を定める条例（平成

３年広島市条例第４９号）第１条第１項各号に掲げる日は算入しない。 

（金入設計書の閲覧及び積算疑義の申立） 

第５条 市長は、入札書が提出された発注業務の一般競争入札に関し、開札日から起算

して３日間（以下「積算疑義申立期間」という。）において第６条に規定する事務の
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取扱時間内に、金入設計書閲覧申請書（様式第１号）を入札参加者に提出させ、当該

発注業務の金入設計書を閲覧させることができる。 

２ 市長は、当該発注業務の金入設計書を委託業務担当課の事務室に備え置き、金入設

計書閲覧申請書（様式第１号）を提出した入札参加者に閲覧させることができるよう

にするものとする。 

３ 市長は、積算疑義申立期間内において、第２項の入札参加者に積算疑義申立書（様

式第２号）を提出させることができる。 

（事務の取扱時間） 

第６条 金入設計書の閲覧及び積算疑義申立書（様式第２号）の収受は、積算疑義申立

期間内の日の午前８時３０分（開札日にあっては開札後）から午後５時までの間に、

委託業務担当課の事務室において行うものとする。 

 （積算疑義申立の手続） 

第７条 市長は、積算疑義申立書（様式第２号）に形式上の不備があると認めるときは、

相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、当該期限

までに補正が行われなかったときは、市長は、収受した当該積算疑義申立書を受理し

ないものとする。 

２ 市長は、入札参加者から積算疑義申立期間内に提出された積算疑義申立書（様式第

２号）の内容が具体的で疑義が特定できるものについて受理するものとする。 

 （申立内容の検証等） 

第８条 市長は、積算疑義申立書（様式第２号）を受理したときは、その申立の内容を

精査した上で、積算の内容に誤りがあるか否かを検証するとともに、その結果を取り

まとめるものとする。 

 （検証の結果による取扱い） 

第９条 市長は、前条の規定による検証の結果、次の各号に掲げる区分に応じ、取り扱

うものとする。 

 ⑴ 市長が行った積算の内容に誤りが確認できなかった場合又は当該積算の内容に

誤りがあったものの一般競争入札の公正性が損なわれていないと評価した場合 

当該一般競争入札を続行する。 

 ⑵ 市長が行った積算の内容に誤りがあり、かつ一般競争入札の公正性が損なわれて

いると評価した場合 当該一般競争入札を中止する。 

２ 市長は、前項第２号に該当したことにより一般競争入札を中止することとした場合

は、次の各号に掲げる手続を行う。 

 ⑴ 当該入札参加者に対し、当該入札の執行が取止めとなる旨を通知するとともに、

当該入札を中止する旨を公告する。 

 ⑵ 金入設計書を閲覧する方法により公表する。 

（検証の結果の回答及び公表） 

第１０条 市長は、積算疑義申立者に対し、前条の規定による検証の結果を積算疑義の

申立に対する回答書（様式第３号）により回答するとともに、次に掲げる方法により

公表する。 

 ⑴ 広島市ホームページへの掲載 

 ⑵ 委託業務担当課の事務室への当該積算疑義の申立に対する回答書（様式第３号）

の備置き 
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 （入札を取り止めた場合の取扱い） 

第１１条 発注業務の一般競争入札の開札（再度の入札に付した場合にあっては、実施

要領第５条第４項の規定による開札）を行った結果、入札参加者がなかった場合又は

有効な範囲の入札がなかった場合は、この要綱は適用しない。 

 （委任規定） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、金入設計書の閲覧及び積算疑義の申立に関し

必要な事項は、財政局長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱は、この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）以後において契約の

申込みの誘引を行い、業務の履行期間の始期が令和８年４月１日以降の入札案件につ

いて適用し、施行日前に契約の申込みの誘引を行った入札案件及び施行日以後におい

て契約の申込みの誘引を行い、業務の履行期間の始期が令和８年３月３１日以前の入

札案件については、なお従前の例による。 
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様式第１号（第５条関係） 

令和  年  月  日  

 

 

広  島  市  長 

 

 

所在地又は住所 ○○市○○区○○町○丁目○番○号 

商号又は名称 株式会社○○○○ 

代表者職氏名 代表取締役 ○○ ○○ 

担 当 者 氏 名 ○○ ○○ 

連   絡   先 （○○○）○○○－○○○○ 

 

 

金入設計書閲覧申請書 

 

次の発注業務に関し、金入設計書の閲覧を申請します。 

なお、閲覧は、自らが行った見積と広島市が行った積算とを比較し、積算内容を検証する

ことのみを目的として行い、閲覧に際して知り得た情報について当該目的以外に使用するこ

と及び第三者に提供しないことを誓約します。 

 

 

１ 案件番号 ○○○○○○○○○○ 

 

２ 業務名  ○○○○○○○○○○ 

 

３ 開札日  令和〇年〇月〇日 

 （再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日） 

 

 

 

 

※ 閲覧を希望される方は、この申請書を当該入札の保留通知書又はその写しとともに持参してく

ださい。 

  閲覧される際には、本人確認を行いますので、閲覧される方が代表者又は入札契約権限の受任

者のときは、本人であることを確認することができる書類（免許証、マイナンバーカード等の公

的機関の発行する身分証明書）を持参し、本市の職員に提示してください。また、代表者又は入

札契約権限の受任者に代わって代理の方が閲覧されるときは、本人であることを確認することが

できる書類のほか、入札参加者との間に雇用関係等があることを確認することができるもの（例：

住民税特別徴収税額の決定（変更）通知書（特別徴収義務者用）の写し等）を持参し、本市の職

員に提示してください。 
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様式第２号（第５条関係） 

令和  年  月  日  

 

広  島  市  長 

 

所在地又は住所 ○○市○○区○○町○丁目○番○号 

商号又は名称 株式会社○○○○ 

代表者職氏名 代表取締役 ○○ ○○ 

担 当 者 氏 名 ○○ ○○ 

連   絡   先 （○○○）○○○－○○○○ 

 

 

積 算 疑 義 申 立 書 

 

次の発注業務に関する積算について、疑義があるので、以下のとおり申し出ます。 

なお、申立の内容及び理由を広島市長が公表することについて、あらかじめ承諾します。 

 

１ 案件番号 ○○○○○○○○○○ 

２ 業 務 名 ○○○○○○○○○○ 

３ 開 札 日 令和〇年〇月〇日 

 （再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日） 

４ 申立の内容及び理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 単に「自らの見積と合わない」等を理由とする申立は、積算疑義に該当しません。積算疑義の対

象及び内容を具体的に記載してください。 

  この申立書を提出される際には、当該入札の保留通知書又はその写しとともに持参又は送付して

ください。 
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様式第３号（第１０条関係） 

 

積算疑義の申立に対する回答書 

１ 案件番号  

２ 業 務 名  

３ 開 札 日  

（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日） 

 

申立内容 回   答 

  

 

検証結果 

（例） 
市の積算に誤りはありませんでした。 
よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。 

 
（例） 
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。 
しかしながら、落札候補者に変更はありませんので、落札候補者を決定し、開札結果を公

表します。 
 

（例） 
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、落札候

補者に変更が生じる結果となりました。 
このため、当該入札を中止します。 
 

（例） 
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、入札の

公正性が損なわれていると認められました。 
このため、当該入札を中止します。 
 

（例） 
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました

が、入札の公正性が損なわれていると認められませんでした。 
このため、当該入札を続行します。 

 


